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物品納入期限について 当社が応札予定としているエレメンター社製安定同位体比重
質量分析システムについて、諸般の理由により通常の納入
予定よりも大幅な遅れが出ている状況です。
つきましては、本入札の納入期限令和６年３月２７日に万が
一納品が間に合わない場合、次年度への予算繰り越し等の
措置を講じる可能性はございますでしょうか。
また、納期遅延時の具体的な罰則内容についてご教示くださ
い。
不確定要素が多い状況ではございますがご回答の程宜しく
お願い致します。

納入期限までに納品をしていただくことが原則であり、応
札時に納入期限までの納品ができないことが判明してい
る場合は、入札に参加しないようお願いします。
なお、応札時に予見が困難な、契約者（落札者）の責めに
寄らない理由に寄る場合は、その責めを負うことはなく、
協議を行うことになります。
また、納期遅延時の罰則については、契約者（落札者）と
取り交わす契約書に次の通り記載する予定です。
「乙は、正当な理由なく第１条に掲げる物品の全部又は一
部を納入期限内に納入しないときは、その数量及び経過
日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延防止
等に関する法律第８条第１項に定める割合で算出した遅
延利息を甲に支払うものとする。」※契約書（案）を入札公
告欄に掲載します。

安定同位体比質量分析システム（EcovisION）一式の調達　入札説明書等質問回答


